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同意第１号 

固定資産評価審査委員会委員の選任について 

次の者を令和８年５月１日から固定資産評価審査委員会委員に選任したいので、

地方税法（昭和 25 年法律第 226 号）第 423 条第３項の規定により、議会の同意を

求める。 

令和８年２月 27 日提出 

東浦町長 日 髙 輝 夫    

 

   杉 山 信 義 

    半田市東雲町 昭和 39 年生 

 

提案理由 

固定資産評価審査委員会委員杉山信義の任期が、令和８年４月 30 日をもって満

了となることに伴い、次期委員を選任するため提案するものである。 
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報告第１号 

工事請負契約の変更について（小中学校屋内運動場（体育館）空調設備 
設置工事（その４）） 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第180条第１項の規定により議会において指

定されている事項について、別紙のとおり専決処分したので、同条第２項の規定によ

り報告する。 

令和８年２月27日提出 

東浦町長 日 髙 輝 夫    

4



 

専 決 処 分 書 

 

 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 180 条第１項の規定により、次のとおり

専決処分する。 

  令和８年１月29日 

東浦町長 日 髙 輝 夫    

 

工事請負契約の変更について（小中学校屋内運動場（体育館）空調設備 
設置工事（その４）） 

 下記のとおり工事請負契約を変更するものとする。 

記 

１ 工事名 

  小中学校屋内運動場（体育館）空調設備設置工事（その４） 

２ 工事場所 

  東浦町地内 

３ 契約金額 

（１）変更前 

   201,300,000円 

（２）変更後 

   203,786,000円（2,486,000円の増額） 

４ 契約の相手方 

（１）名称 

   株式会社ヒューテック 

（２）代表者 

   代表取締役 長坂 勝之 

（３）所在地 

   愛知県知多郡東浦町大字藤江字柳牛28番地の１ 

５ 変更理由 

  卯ノ里小学校の屋内運動場の窓オペレーターの取替え等が必要となったため、工

事請負契約の変更をするものである。 
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承認第１号 

   令和７年度東浦町一般会計補正予算（第９号）の専決処分の承認を求め 

   ることについて 

 地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第１項の規定に基づき、別紙のとお

り専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。 

  令和８年２月27日提出 

東浦町長 日 髙 輝 夫    
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専 決 処 分 書 

 

地方自治法（昭和22年法律第67号）第179条第１項の規定により、別紙のとおり

専決処分する。 

令和８年１月23日 

東浦町長 日 髙 輝 夫    
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   令和７年度東浦町一般会計補正予算（第９号） 

 令和７年度東浦町の一般会計の補正予算（第９号）は、次に定めるところによる｡ 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 21,142 千円を追加し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ21,607,730千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 
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議案第９号 

東浦町交流館条例の制定について 

東浦町交流館条例を次のように定めるものとする。 

  令和８年２月27日提出 

東浦町長 日 髙 輝 夫    

 

東浦町交流館条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２に基づき、

交流館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。 

（設置） 

第２条 町民の福祉向上及び健康増進を図るとともに、世代間の交流を通じた活力あ

る地域づくりに資するため、交流館を設置する。 

２ 交流館の名称及び位置は、別表第１のとおりとする。 

（利用の許可） 

第３条 交流館を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。 

２ 町長は、交流館の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付けることがで

きる。 

（利用の不許可） 

第４条 町長は、交流館を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき

は、交流館の利用を許可しない。 

（１）公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。 

（２）集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると

認めるとき。 

（３）前２号に掲げるもののほか、交流館の管理上支障があると認めるとき。 

（使用料） 

第５条 第３条第１項の許可を受けた者からは、別表第２に定める額の使用料を当該

許可の際徴収する。 

２ 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、

その全部又は一部を還付することができる。 

（１）第７条第２号又は第３号の規定により町長が許可を取り消し、又は利用の中止

を命じたとき。 

（２）利用者が町長の承認を受けて利用を中止したとき。 

（３）利用者の責に帰することができない理由により利用ができなくなったとき。 

３ 町長は、公益上その他特に必要と認めたときは、第１項に規定する使用料を減免

することができる。 

（利用者の義務） 

第６条 利用者は、交流館の利用に際しては、この条例及びこれに基づく規則の規定
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並びに第３条第２項の規定により許可に付けられた条件に従うとともに、交流館の

秩序を乱すような行為をしてはならない。 

（許可の取消し及び利用の中止命令） 

第７条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第３条第１項の許可を取り

消し、又は利用の中止を命ずることができる。 

（１）利用者が前条の規定に違反したとき。 

（２）第４条各号のいずれかに該当することが明らかとなったとき。 

（３）公共の福祉のためやむを得ない理由があるとき。 

（委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、交流館の管理に関し必要な事項は、規則で定

める。 

（過料） 

第９条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴

収を免れた金額の５倍に相当する金額（当該５倍に相当する金額が５万円を超えな

いときは、５万円とする。）以下の過料を科する。 

２ 前項に定めるものを除くほか、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、５

万円以下の過料を科する。 

（１）第３条第２項の規定により許可に付けられた条件に違反して交流館を利用した

者 

（２）第７条の規定による許可の取消し又は利用の中止命令に違反して交流館を利用

した者 

（３）その他不正の方法により許可を受けて交流館を利用した者 

３ 第６条の規定に違反して交流館の秩序を乱した者に対しては、５万円以下の過料

を科する。 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和８年10月１日から施行する。 

 （東浦町立老人憩の家条例及び東浦町東ケ丘交流館条例の廃止） 

第２条 東浦町立老人憩の家条例（昭和55年東浦町条例第20号。以下「旧老人憩の

家条例」という。）及び東浦町東ケ丘交流館条例（平成18年東浦町条例第９号。以

下「旧東ケ丘交流館条例」という。）は、廃止する。 

 （前条の規定による条例の廃止に伴う経過措置） 

第３条 前条の規定による廃止前の旧老人憩の家条例第３条又は旧東ケ丘交流館条例

第３条の規定による利用の許可については、第３条の規定による利用の許可とみな

す。 

 （交流館の利用に関する経過措置） 

第４条 この条例の規定による交流館の利用の許可その他の行為は、この条例の施行

の日前においても行うことができる。 
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別表第１（第２条関係） 

名称 位置 

森岡交流館 東浦町大字森岡字段上３番地の５ 

緒川交流館 東浦町大字緒川字屋敷参区53番地 

相生交流館 東浦町大字緒川字相生41番地の５ 

緒川新田交流館 東浦町大字緒川字寿久茂34番地 

東ケ丘交流館 東浦町大字緒川字西高根１番地の95 

石浜交流館 東浦町大字石浜字連台37番地の１ 

生路交流館 東浦町大字生路字小太郎104番地の25 

藤江交流館 東浦町大字藤江字仏11番地の３ 

別表第２（第５条関係） 

区分 １時間当たりの使用料の額（円） 

森岡交流館 ホール 500 

和室１ 

和室２ 

各室 150 

緒川交流館 ホール 500 

和室 150 

機能訓練室 300 

相生交流館 ホール 500 

会議室 350 

緒川新田交流館 談話室 300 

和室 350 

洋室 350 

東ケ丘交流館 会議室 550 

石浜交流館 ホール 1,500 

和室 350 

研修室１ 

研修室２ 

研修室３ 

研修室４ 

各室 300 

生路交流館 ホール 500 

藤江交流館 ホール 500 

備考 

１ 東浦町に在住し、在勤し、又は在学している者以外のものが利用する場合は、こ

の表に定める使用料の２倍の額とする。 

２ 営利を目的として利用する場合は、この表に定める使用料の２倍の額とする。 

３ 前２項のいずれにも該当する場合は、この表に定める使用料の４倍の額とする。 
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４ 利用時間が１時間に満たない場合は、１時間とする。 

 

提案理由 

 交流館を設置するため提案するものである。 
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議案第10号 

東浦町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例の制定 

について 

東浦町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例を次のように定め

るものとする。 

  令和８年２月27日提出 

東浦町長 日 髙 輝 夫    

 

   東浦町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例 

（趣旨） 

第１条 この条例は、子ども・子育て支援法（平成 24 年法律第 65 号）第 54 条の３

において準用する同法第 46 条第２項の規定に基づき、特定乳児等通園支援事業の

運営に関する基準を定めるものとする。 

（基準） 

第２条 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準は、特定乳児等通園支援事業の

運営に関する基準（令和７年内閣府令第95号）に定めるとおりとする。 

附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

   提案理由 

 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定めるため提案するものである。 
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議案第11号 

   東浦町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正に 

ついて 

 東浦町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例

を次のように定めるものとする。 

  令和８年２月27日提出 

東浦町長 日 髙 輝 夫    

 

東浦町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正 

する条例 

東浦町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（昭和 41 年東浦町条例

第２号）の一部を次のように改正する。 

 次の表中、改正前の欄の別表を改正後の欄の別表に改める。 

改正後 改正前 

別表（第２条関係） 

区分 議員報酬月額 

議長 405,000円 

副議長 324,000円 

常任委員長、議会

運営委員長及び

議会広報特別委

員長 

303,000円 

議員 293,000円 
 

別表（第２条関係） 

区分 議員報酬月額 

議長 393,000円 

副議長 311,000円 

常任委員長、議会

運営委員長及び

議会広報特別委

員長 

290,000円 

議員 280,000円 
  

附 則 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

   提案理由 

 議会の議員の議員報酬月額を引き上げるため提案するものである。 
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議案第12号 

東浦町公告式条例等の一部改正について 

 東浦町公告式条例等の一部を改正する条例を次のように定めるものとする。 

  令和８年２月27日提出 

東浦町長 日 髙 輝 夫    

 

東浦町公告式条例等の一部を改正する条例 

 （東浦町公告式条例の一部改正） 

第１条 東浦町公告式条例（昭和38年東浦町条例第12号）の一部を次のように改正

する。 

次の表中、改正前の欄の条を改正後の欄の条に改める。 

改正後 改正前 

（条例の公布） 

第２条 略 

２ 条例の公布は、町のウェブサイトに

掲載して行う。ただし、これにより難

い場合は、次の掲示場に掲示して行う

ことができる。 

役場前掲示場 略 

（条例の公布） 

第２条 略 

２ 条例の公布は、次の掲示場に掲示し

て行う。 

 

 

役場前掲示場 略 

（東浦町監査委員に関する条例の一部改正） 

第２条 東浦町監査委員に関する条例（昭和39年東浦町条例第７号）の一部を次のよ

うに改正する。 

次の表中、改正前の欄の条を改正後の欄の条に改める。 

改正後 改正前 
（公表） 

第９条 監査委員の行う公表は、東浦町公

告式条例（昭和38年東浦町条例第12号）

第２条第２項の規定の例により行う。 

（公表） 
第９条 監査委員の行う公表は、東浦町公

告式条例（昭和38年東浦町条例第12号）

第２条第２項に規定する掲示場に掲示

して行う。 
（東浦町都市公園条例の一部改正） 

第３条 東浦町都市公園条例（昭和57年東浦町条例第24号）の一部を次のように改

正する。 
  次の表中、改正前の欄の条を改正後の欄の条に改める。 

改正後 改正前 
（工作物等を保管した場合の公示事項

等） 
第10条の２ 略 

（工作物等を保管した場合の公示事項

等） 
第10条の２ 略 
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２ 法第 27 条第５項の規定による公示

は、前項各号に掲げる事項を保管を始め

た日から起算して 14 日間、東浦町公告

式条例（昭和38年東浦町条例第12号）

第２条第２項の規定の例により行うも

のとする。 

３及び４ 略 

２ 法第 27 条第５項の規定による公示

は、前項各号に掲げる事項を保管を始め

た日から起算して 14 日間、東浦町公告

式条例（昭和38年東浦町条例第12号）

第２条第２項に定める掲示場に掲示し

て行うものとする。 

３及び４ 略 

附 則 
（施行期日） 

第１条 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

第２条 この条例の施行の際現に第３条の規定による改正前の東浦町都市公園条例第

10条の２第２項の規定により行われている公示については、なお従前の例による。 

（東浦町税条例の一部改正） 
第３条 東浦町税条例（昭和29年東浦町条例第48号）の一部を次のように改正する。 
  次の表中、改正前の欄の条を改正後の欄の条に改める。 

改正後 改正前 
（公示送達） 

第20条 法第20条の２の規定による公示

送達は、東浦町公告式条例（昭和 38 年

東浦町条例第 12 号）第２条第２項ただ

し書に規定する掲示場に掲示して行う

ものとする。 

（公示送達） 

第20条 法第20条の２の規定による公示

送達は、東浦町公告式条例（昭和 38 年

東浦町条例第 12 号）第２条第２項に規

定する掲示場に掲示して行うものとす

る。 

（東浦町職員の退職手当に関する条例の一部改正） 
第４条 東浦町職員の退職手当に関する条例（昭和45年東浦町条例第24号）の一部

を次のように改正する。 
  次の表中、改正前の欄の条を改正後の欄の条に改める。 

改正後 改正前 
（懲戒免職等処分を受けた場合等の退

職手当の支給制限） 
第15条 略 

２ 略 

３ 退職手当管理機関は、前項の規定によ

る通知をする場合において、当該処分を

受けるべき者の所在が知れないときは、

当該処分の内容を東浦町公告式条例（昭

和38年条例第12号）第２条第２項ただ

（懲戒免職等処分を受けた場合等の退

職手当の支給制限） 
第15条 略 

２ 略 

３ 退職手当管理機関は、前項の規定によ

る通知をする場合において、当該処分を

受けるべき者の所在が知れないときは、

当該処分の内容を東浦町公告式条例（昭

和38年条例第12号）第２条第２項に定
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し書に定める掲示場に掲示することを

もって通知に代えることができる。この

場合においては、その掲示した日から起

算して２週間を経過した日に、通知が当

該処分を受けるべき者に到達したもの

とみなす。 

める掲示場に掲示することをもって通

知に代えることができる。この場合にお

いては、その掲示した日から起算して２

週間を経過した日に、通知が当該処分を

受けるべき者に到達したものとみなす。 

（東浦町営住宅条例の一部改正） 
第５条 東浦町営住宅条例（平成９年東浦町条例第34号）の一部を次のように改正す

る。 
  次の表中、改正前の欄の条を改正後の欄の条に改める。 

改正後 改正前 
（入居者の公募の方法） 

第４条 町長は、入居者の公募を次に掲げ

る方法により行うものとする。 
（１）略 
（２）東浦町公告式条例（昭和 38 年東浦

町条例第 12 号）第２条第２項ただし

書に定める掲示場への掲示 

２ 略 

（入居者の公募の方法） 
第４条 町長は、入居者の公募を次に掲げ

る方法により行うものとする。 
（１）略 
（２）東浦町公告式条例（昭和 38 年東浦

町条例第 12 号）第２条第２項に定め

る掲示場への掲示 

２ 略 

 
   提案理由 
 条例の公布等の方法を改めるため提案するものである。 
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議案第13号 

東浦町行政手続条例の一部改正について 

 東浦町行政手続条例の一部を改正する条例を次のように定めるものとする。 

  令和８年２月27日提出 

東浦町長 日 髙 輝 夫    

 

東浦町行政手続条例の一部を改正する条例 

 東浦町行政手続条例（平成９年東浦町条例第１号）の一部を次のように改正する。 

次の表中、改正前の欄の条を改正後の欄の条に改める。 

改正後 改正前 

（聴聞の通知の方式） 

第 15条 行政庁は、聴聞を行うに当たっ

ては、聴聞を行うべき期日までに相当

な期間をおいて、不利益処分の名宛人

となるべき者に対し、次に掲げる事項

を書面により通知しなければならな

い。 

（１）から（４）まで 略 

２ 略 

３ 行政庁は、不利益処分の名宛人とな

るべき者の所在が判明しない場合にお

いては、第１項の規定による通知を、

公示の方法によって行うことができ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

４ 前項の公示の方法による通知は、不

利益処分の名宛人となるべき者の氏

名、第１項第３号及び第４号に掲げる

事項並びに当該行政庁が同項各号に掲

げる事項を記載した書面をいつでもそ

の者に交付する旨（以下この項におい

（聴聞の通知の方式） 

第 15条 行政庁は、聴聞を行うに当たっ

ては、聴聞を行うべき期日までに相当

な期間をおいて、不利益処分の名あて

人となるべき者に対し、次に掲げる事

項を書面により通知しなければならな

い。 

（１）から（４）まで 略 

２ 略 

３ 行政庁は、不利益処分の名あて人と

なるべき者の所在が判明しない場合に

おいては、第１項の規定による通知を、

その者の氏名、同項第３号及び第４号

に掲げる事項並びに当該行政庁が同項

各号に掲げる事項を記載した書面をい

つでもその者に交付する旨を当該行政

庁の事務所の掲示場に掲示することに

よって行うことができる。この場合に

おいては、掲示を始めた日から２週間

を経過したときに、当該通知がその者

に到達したものとみなす。 
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て「公示事項」という。）を行政手続法

第十五条第四項等に規定する総務省令

で定める方法を定める省令（令和７年

総務省令第 103 号）に規定する方法に

より不特定多数の者が閲覧することが

できる状態に置くとともに、公示事項

が記載された書面を当該行政庁の事務

所の掲示場に掲示し、又は公示事項を

当該事務所に設置した電子計算機の映

像面に表示したものの閲覧をすること

ができる状態に置く措置をとることに

よって行うものとする。この場合にお

いては、当該措置を開始した日から２

週間を経過したときに、当該通知がそ

の者に到達したものとみなす。 

（代理人） 

第 16 条 前条第１項の通知を受けた者

（同条第４項後段の規定により当該通

知が到達したものとみなされる者を含

む。以下「当事者」という。）は、代理

人を選任することができる。 

２から４まで 略 

（続行期日の指定） 

第 22条 略 

２ 略 

３ 第15条第３項及び第４項の規定は、

前項本文の場合において、当事者又は

参加人の所在が判明しないときにおけ

る通知の方法について準用する。この

場合において、同条第３項及び第４項

中「不利益処分の名宛人となるべき者」

とあるのは「当事者又は参加人」と、

同項中「とき」とあるのは「とき（同

一の当事者又は参加人に対する２回目

以降の通知にあっては、当該措置を開

始した日の翌日）」と読み替えるものと

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（代理人） 

第 16 条 前条第１項の通知を受けた者

（同条第３項後段の規定により当該通

知が到達したものとみなされる者を含

む。以下「当事者」という。）は、代理

人を選任することができる。 

２から４まで 略 

（続行期日の指定） 

第 22条 略 

２ 略 

３ 第15条第３項の規定は、前項本文の

場合において、当事者又は参加人の所

在が判明しないときにおける通知の方

法について準用する。この場合におい

て、同条第３項中「不利益処分の名あ

て人となるべき者」とあるのは「当事

者又は参加人」と、「掲示を始めた日か

ら２週間を経過したとき」とあるのは

「掲示を始めた日から２週間を経過し

たとき（同一の当事者又は参加人に対

する２回目以降の通知にあっては、掲

示を始めた日の翌日）」と読み替えるも
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（聴聞に関する手続の準用） 

第 29 条 第 15 条第３項及び第４項並び

に第16条の規定は、弁明の機会の付与

について準用する。この場合において、

第15条第３項中「第１項」とあるのは

「第28条」と、同条第４項中「第１項

第３号及び第４号」とあるのは「第 28

条第３号」と、第16条第１項中「前条

第１項」とあるのは「第28条」と、「同

条第４項後段」とあるのは「第29条に

おいて準用する第15条第４項後段」と

読み替えるものとする。 

のとする。 

（聴聞に関する手続の準用） 

第 29条 第15条第３項及び第16条の規

定は、弁明の機会の付与について準用

する。この場合において、第15条第３

項中「第１項」とあるのは「第28条」

と、「同項第３号及び第４号」とあるの

は「同条第３号」と、第16条第１項中

「前条第１項」とあるのは「第28条」

と、「同条第３項後段」とあるのは「第

29条において準用する第15条第３項後

段」と読み替えるものとする。 

附 則 
１ この条例は、令和８年５月21日から施行する。 
２ この条例による改正後の東浦町行政手続条例第15条第３項及び第４項（これらの

規定を同条例又は他の条例において準用する場合を含む。）の規定は、この条例の施

行の日以後にする通知について適用し、同日前にした通知については、なお従前の

例による。 
 
   提案理由 
 聴聞等の通知に係る公示の方法を改めるため提案するものである。 
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議案第14号 

   東浦町消防団員等公務災害補償条例の一部改正について 

 東浦町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例を次のように定めるもの

とする。 

  令和８年２月27日提出 

東浦町長 日 髙 輝 夫    

 

   東浦町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例 

 東浦町消防団員等公務災害補償条例（昭和41年東浦町条例第19号）の一部を次の

ように改正する。 

 次の表中、改正前の欄の条及び別表を改正後の欄の条及び別表に改める。 

改正後 改正前 

（補償基礎額） 

第５条 略 

２ 前項の補償基礎額は、次に定めると

ころによる。 

（１）略 

（２）消防作業従事者、救急業務協力者

若しくは水防従事者又は応急措置

従事者（以下「消防作業従事者等」

という。）が消防作業等に従事し、若

しくは救急業務に協力し、又は応急

措置の業務に従事したことにより

死亡し、負傷し、若しくは疾病にか

かり、又は消防作業等に従事し、若

しくは救急業務に協力し、又は応急

措置の業務に従事したことによる

負傷若しくは疾病により死亡し、若

しくは身体障害を有することとな

った場合には、10,000円とする。た

だし、その額が、その者の通常得て

いる収入の日額に比して公正を欠

くと認められるときは、15,000円を

超えない範囲内において、これを増

額した額とすることができる。 

３ 次の各号のいずれかに該当する者で、

非常勤消防団員又は消防作業従事者等

（以下「非常勤消防団員等」という。）の

（補償基礎額） 

第５条 略 

２ 前項の補償基礎額は、次に定めると

ころによる。 

（１）略 

（２）消防作業従事者、救急業務協力者

若しくは水防従事者又は応急措置

従事者（以下「消防作業従事者等」

という。）が消防作業等に従事し、若

しくは救急業務に協力し、又は応急

措置の業務に従事したことにより

死亡し、負傷し、若しくは疾病にか

かり、又は消防作業等に従事し、若

しくは救急業務に協力し、又は応急

措置の業務に従事したことによる

負傷若しくは疾病により死亡し、若

しくは身体障害を有することとな

った場合には、9,700円とする。ただ

し、その額が、その者の通常得てい

る収入の日額に比して公正を欠く

と認められるときは、14,500円を超

えない範囲内において、これを増額

した額とすることができる。 

３ 次の各号のいずれかに該当する者で、

非常勤消防団員又は消防作業従事者等

（以下「非常勤消防団員等」という。）の
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事故発生日において、他の生計のみちが

なく主として非常勤消防団員等の扶養

を受けていたものを扶養親族とし、扶養

親族のある非常勤消防団員等について

は、前項の規定による金額に、第１号に

該当する扶養親族については１人につ

き433円を、第２号から第５号までのい

ずれかに該当する扶養親族については

１人につき217円を、それぞれ加算して

得た額をもって補償基礎額とする。 

 

 

 

 

 

（１）略 

（２）略 

（３）略 

（４）略 

（５）略 

４ 略 

別表 補償基礎額表（第５条関係） 

階級 勤務年数 

10年未満 10年以上

20年未満 

20年以上 

団 長 及

び 副 団

長 

13,340円 14,170円 15,000円

分 団 長

及 び 副

分 団 長

11,670円 12,500円 13,340円

部長、班

長 及 び

団員 

10,000円 10,840円 11,670円

備考 略 

事故発生日において、他の生計のみちが

なく主として非常勤消防団員等の扶養

を受けていたものを扶養親族とし、扶養

親族のある非常勤消防団員等について

は、前項の規定による金額に、第１号に

該当する扶養親族については１人につ

き100円を、第２号に該当する扶養親族

については１人につき383円を、第３号

から第６号までのいずれかに該当する

扶養親族については１人につき217円

を、それぞれ加算して得た額をもって補

償基礎額とする。 

（１）配偶者（婚姻の届出をしないが、事

実上婚姻関係と同様の事情にある者

を含む。） 

（２）略 

（３）略 

（４）略 

（５）略 

（６）略 

４ 略 

別表 補償基礎額表（第５条関係） 

階級 勤務年数 

10年未満 10年以上

20年未満 

20年以上 

団 長 及

び 副 団

長 

12,900円 13,700円 14,500円

分 団 長

及 び 副

分 団 長

11,300円 12,100円 12,900円

部長、班

長 及 び

団員 

9,700円 10,500円 11,300円

備考 略 

   附 則 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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２ この条例による改正後の東浦町消防団員等公務災害補償条例（以下「新条例」と

いう。）第５条第２項第２号及び第３項並びに別表の規定は、この条例の施行の日以

後に支給すべき事由の生じた同条第１項に規定する損害補償（以下「損害補償」と

いう。）並びに同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る新条例第４

条第３号に規定する傷病補償年金、同条第４号アに規定する障害補償年金及び同条

第６号アに規定する遺族補償年金（以下「傷病補償年金等」という。）について適用

し、同日前に支給すべき事由の生じた損害補償（傷病補償年金等を除く。）及び同日

前に支給すべき事由の生じた同日前の期間に係る傷病補償年金等については、なお

従前の例による。 

 

   提案理由 

 非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正に伴い、所要の規

定を整理するため提案するものである。 
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議案第15号 

   東浦町学校体育施設の開放に関する条例の一部改正について 

 東浦町学校体育施設の開放に関する条例の一部を改正する条例を次のように定める

ものとする。 
  令和８年２月27日提出 

東浦町長 日 髙 輝 夫    
 

   東浦町学校体育施設の開放に関する条例の一部を改正する条例 
東浦町学校体育施設の開放に関する条例（昭和51年東浦町条例第27号）の一部を

次のように改正する。 
次の表中、改正前の欄の別表を改正後の欄の別表に改める。 

改正後 改正前 
別表第２（第11条関係） 

区分 
利用単位及び使用料

の額（単位・円） 
屋内運

動場 

フロア １回につき 400 

空調設

備 

30分につき 500 

武道場の項及び夜間照明施設の項 略 

備考 略 

別表第２（第11条関係） 

区分 
利用単位及び使用料

の額（単位・円） 
屋内運動場 １回につき 400 

 

 

 

武道場の項及び夜間照明施設の項 略 

備考 略 
   附 則 
１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
２ この条例による改正後の東浦町学校体育施設の開放に関する条例の規定による施

設の利用の許可その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができ

る。 
 

提案理由 
 屋内運動場の空調設備の使用料を定めるため提案するものである。 
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議案第16号 

東浦町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

の一部改正について 

東浦町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改正

する条例を次のように定めるものとする。 

令和８年２月27日提出 

東浦町長 日 髙 輝 夫    

 

東浦町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

の一部を改正する条例 

 東浦町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例（昭和 36 年

東浦町条例第９号）の一部を次のように改正する。 

次の表中、改正前の欄の別表を改正後の欄の別表に改める。 

改正後 改正前 

別表（第２条関係） 

職名 報酬の額 

教育委員会委員の項から監査委員（識見

を有する者）の項まで 略 

農業委員会会長 年額 農地利用の最

適化に係る活

動及び成果の

実績に応じて

国から交付さ

れる交付金の

範囲内におい

て町長が規則

で定める額 

月額 26,000円 

農業委員会副会

長 

年額 農地利用の最

適化に係る活

動及び成果の

実績に応じて

国から交付さ

れる交付金の

範囲内におい

て町長が規則

で定める額 

別表（第２条関係） 

職名 報酬の額 

教育委員会委員の項から監査委員（識見

を有する者）の項まで 略 

農業委員会会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月額 26,000円 

農業委員会副会

長 

 

 

 

 

 

 

 

月額 22,000円 
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附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

   提案理由 

 農業委員会会長等の報酬に年額のものを加えるため提案するものである。 

 

月額 22,000円 

農業委員会委員 年額 農地利用の最

適化に係る活

動及び成果の

実績に応じて

国から交付さ

れる交付金の

範囲内におい

て町長が規則

で定める額 

月額 21,000円 

農地利用最適化

推進委員 

年額 農地利用の最

適化に係る活

動及び成果の

実績に応じて

国から交付さ

れる交付金の

範囲内におい

て町長が規則

で定める額 

月額 21,000円 

固定資産評価審査委員会委員の項から

その他の非常勤の職員の項まで 略 

備考 略 

 

農業委員会委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

月額 21,000円 

農地利用最適化

推進委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

月額 21,000円 

固定資産評価審査委員会委員の項から

その他の非常勤の職員の項まで 略 

備考 略 
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議案第17号 

東浦町火入れに関する条例の一部改正について 

 東浦町火入れに関する条例の一部を改正する条例を次のように定めるものとする。 

  令和８年２月27日提出 

東浦町長 日 髙 輝 夫    

 

   東浦町火入れに関する条例の一部を改正する条例 

 東浦町火入れに関する条例（昭和60年東浦町条例第15号）の一部を次のように改

正する。 

 次の表中、改正前の欄の条を改正後の欄の条に改める。 

改正後 改正前 

（火入れの中止） 

第 14 条 火入者及び火入責任者は、火入

れの許可の期間中であっても、強風注意

報若しくは乾燥注意報が発表され、又は

火災警報が発令されたときには、火入れ

を行ってはならない。 

２ 火入責任者は、火入れ中に風勢等によ

って他に延焼するおそれがあると認め

られるとき又は強風注意報若しくは乾

燥注意報が発表され、若しくは火災警報

が発令されたときは、速やかに消火しな

ければならない。 

（火入れの中止） 

第 14 条 火入者及び火入責任者は、火入

れの許可の期間中であっても、強風注意

報、異常乾燥注意報又は火災警報が発令

されたときには、火入れを行ってはなら

ない。 

２ 火入責任者は、火入れ中に風勢等によ

って他に延焼するおそれがあると認め

られるとき又は強風注意報、異常乾燥注

意報若しくは火災警報が発令されたと

きは、速やかに消火しなければならな

い。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

提案理由 

 異常乾燥注意報の名称を改めるため提案するものである。 
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議案第18号 

   令和７年度東浦町一般会計補正予算（第10号） 

 令和７年度東浦町の一般会計の補正予算（第10号）は、次に定めるところによる｡ 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ504,407千円を減額し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ21,103,323千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 （繰越明許費の補正） 

第２条 繰越明許費の追加は、「第２表 繰越明許費補正」による。 

 （債務負担行為の補正） 

第３条 債務負担行為の追加は、「第３表 債務負担行為補正」による。 

 （地方債の補正） 

第４条 地方債の変更は、「第４表 地方債補正」による。 

令和８年２月27日提出 

東浦町長 日 髙 輝 夫    
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(単位：千円)

３　戸 籍 住 民

　　基 本 台 帳 費

３　戸 籍 住 民

　　基 本 台 帳 費

３　戸 籍 住 民

　　基 本 台 帳 費

都 市 計 画 道 路 名 古 屋

半 田 線 整 備 事 業

都 市 計 画 道 路 緒 川

南 北 線 整 備 事 業

都 市 計 画 道 路

藤 江 線 整 備 事 業

２ 総 務 費

２ 総 務 費

戸 籍 情 報 シ ス テ ム 改 修 事 業

戸籍標準化システム改修事業

1,848

3,036

８ 土 木 費 ２ 道路橋りょう費 道 路 維 持 管 理 事 業 12,144

８ 土 木 費 ２ 道路橋りょう費 8,469

８ 土 木 費 ２ 道路橋りょう費 67,468

1,386

第 ２ 表    繰 越 明 許 費 補 正

　追　加

事　　　業　　　名 金　額款 項

８ 土 木 費 ２ 道路橋りょう費 35,184

８ 土 木 費 道 路 維 持 修 繕 事 業 34,000

２ 道路橋りょう費

２ 道路橋りょう費

８ 土 木 費 6,377道 路 用 地 先 行 取 得 事 業

２ 総 務 費 住民基本台帳システム改修事業
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(単位：千円)

自　 令 和 ７ 年 度
至　 令 和 ９ 年 度

43,763
都 市 計 画 道 路 藤 江 線
道 路 用 地 購 入 費

限　度　額

第 ３ 表    債 務 負 担 行 為 補 正

　追　加

事　　　　　　項 期　　　　　　　間

都 市 計 画 道 路 養 父 森 岡 線
道 路 用 地 購 入 費

自　 令 和 ７ 年 度
至　 令 和 ９ 年 度

17,061
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変　更

限 度 額 起債の方法 利     率 償還の方法

普通貸借 　年3.0％以内   政府資金及び県資金

（ただし、利率 についてはその融通条

見直し方式で借 件による。その他の場

又    は り入れる政府資 合にはその債権者と協

証券発行 金及び地方公共 定するものとする。

団体金融機構資   ただし、町財政の都

金について、利 合により据置期間及び

率の見直しを行 償還期限を短縮し、若

った後において しくは繰上償還し、又

は、当該利率見 は低利に借換すること

直し後の利率) ができる。

公民館施設整備事業債 76,200

第 ４ 表      地 方 債 補 正 

起  債  の  目  的
補　　　　　　　　正　　　　　　　　前

道 路 改 良 事 業 債

都 市 公 園 整 備 事 業 債 193,500

28,200
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（単位：千円）

限 度 額 起債の方法 利     率 償還の方法

補正前に同じ 　年5.0％以内 補正前に同じ

（ただし、利率

見直し方式で借

り入れる政府資

金及び地方公共

団体金融機構資

金について、利

率の見直しを行

った後において

は、当該利率見

直し後の利率)

71,900 補正前に同じ

補　　　　　　　　正　　　　　　　　後

16,000

補正前に同じ
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議案第19号 

   令和７年度東浦町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号） 

 令和７年度東浦町の国民健康保険事業特別会計の補正予算（第４号）は、次に定め

るところによる。 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ4,159千円を減額し、歳入歳出予

算の総額を歳入歳出それぞれ4,201,165千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

  令和８年２月27日提出 

東浦町長 日 髙 輝 夫    
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,413 916,10

歳

2国民健

入

康保険税

 1 970

歳

,515 △54,41
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歳

38 2,500 2,8

　

35,738

出

保険給付費

 4

（

12,500 2,50

単

0 15,000

位

出産育児諸費

：

 4 51,900 △5

千

,855 46,045

円

保健事業

）

費

 2 45,570

款

△5,855 39,7

項

15特定

補

健康診査等事

正

業費

 6 16,

前

013 3 16,016

の

予備費

額

 1 16,013 3 1

補

6,016

　

予備費

正

歳　　 出 　　合

　

　 　計 4,205,

額

324 △4,159 4

計

,201,165

 1 38,417 △807 37,610総務費

 1 16,060 △807 15,253

２

総務管理費

　

 2 2,833,2
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議案第20号 

令和７年度東浦町下水道事業会計補正予算（第４号） 

（総則） 

第１条 令和７年度東浦町下水道事業会計の補正予算（第４号）は、次に定めるところによ

る。 

（債務負担行為の補正） 

第２条 債務負担行為を次のとおり追加する。 

事項 期間 限度額 

石浜ポンプ場用地購入費 
自 令和７年度 

至 令和９年度 
34,256千円 

（企業債の補正） 

第３条 令和７年度東浦町下水道事業会計予算第５条に定めた企業債を次のとおり補正する。 

（補正前） 

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法 

  千円 

普通貸借 

又は 

証券発行 

年3.0％以内 

（ただし、利率

見直し方式で借

り入れる政府資

金及び地方公共

団体金融機構資

金について、利

率の見直しを 

行った後におい

ては、当該利率

見直し後の利

率） 

 政府資金については

その融通条件による。

その他の場合にはその

債権者と協定するもの

とする。 

 ただし、企業財政の

都合により据置期間及

び償還期限を短縮し、

若しくは繰上償還し、

又は低利に借換するこ

とができる。 

公共下水道事業債 37,900 

流域下水道事業債 10,700 

（補正後） 

起債の目的 限度額 起債の方法 利率 償還の方法 

  千円 

補正前 

に同じ 

年5.0％以内 

（ただし、利率

見直し方式で借

り入れる政府資

金及び地方公共

団体金融機構資

金について、利

率の見直しを 

行った後におい

ては、当該利率

見直し後の利

率） 

  補正前に同じ 

補正前に同じ 
補正前 

に同じ 

補正前に同じ 
補正前 

に同じ 

令和８年２月27日提出 

                  東浦町長 日 髙 輝 夫    
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議案第 27号 

町道路線の認定について 

道路法（昭和27年法律第180号）第８条第１項の規定に基づき、次のとおり町道路

線を認定するものとする。 

  令和８年２月27日提出 

                    東浦町長 日 髙 輝 夫    

 

整理番号 路 線 名 
起   点   ( 地 先 ) 

重要な経過地 
終   点   ( 地 先 ) 

２４２１ 緒川421号線 
東浦町大字緒川字一本木30番 18 

 
東浦町大字緒川字一本木30番８ 

    

提案理由 

築造整備された道路が寄附されたことから、新たな道路として認定するため提案す

るものである。 
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